
  

別表１ 配置予定技術者の資格要件                                                   
                   

 
工事業種 

 
配置技術者の資格（いずれかに該当すること） 

電気工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①電気工事に関し、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学
校（旧中等学校令（昭和１８年勅令第３６号）による実業学校を含む。
）若しくは中等教育学校を卒業した後５年以上又は同法による大学（旧
大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学を含む。）若しくは高等
専門学校（旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校を
含む。）を卒業した（同法による専門職大学の前期課程を修了した場合
を含む。）後３年以上実務の経験を有する者で在学中に電気工学又は電
気通信工学に関する学科を修めたもの 

②電気工事に関し、学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後３
年以上実務の経験を有する者で在学中に電気工学又は電気通信工学に関
する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専
門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年文部省告示第
８４号）第２条に規定する専門士又は同規程第３条に規定する高度専門
士を称するもの 

③電気工事に関し、学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後５
年以上実務の経験を有する者で在学中に電気工学又は電気通信工学に関
する学科を修めたもの 

④電気工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程（大正１４年文部省令第
３０号）による検定で電気工学又は電気通信工学に関する学科に合格し
た後５年以上又は専門学校卒業程度検定規程（昭和１８年文部省令第４
６号）による検定で電気工学又は電気通信工学に関する学科に合格した
後３年以上実務 
の経験を有する者 

⑤電気工事に関し１０年以上実務の経験を有する者 
⑥建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするもの
に合格した者 

⑦技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第二次試験のうち技術部門
を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気電子
部門又は建設部門に係るものとするものに限る。）とするものに合格し
た者 

⑧電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）による第１種電気工事士免
状の交付を受けた者又は第２種電気工事士免状の交付を受けた後電気工
事に関し３年以上実務の経験を有する者 

⑨電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による第１種電気主任技術者免
状、第２種電気主任技術者免状又は第３種電気主任技術者免状の交付を
受けた者（同法附則第７項の規定によりこれらの免状の交付を受けてい
る者とみなされた者を含む。）であって、その免状の交付を受けた後電
気工事に関し５年以上実務の経験を有する者 

⑩建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第５項に規定する建築設
備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有すること
となった後電気工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

⑪建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備
する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術
を確認するための試験であって建設業法施行規則（昭和２４年建設省令
第１４号）第７条の４から第７条の６までの規定により国土交通大臣の
登録を受けたもの（「登録計装試験」という。）に合格した後電気工事
に関し１年以上実務の経験を有する者 
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⑫社団法人日本計装工業会の行う平成１７年度までの１級の計装士技術審
査に合格した後電気工事に関し１年以上実務の経験を有する者  

⑬国土交通大臣が①～⑫までに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技
能を有するものと認定した者 

 

 


